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一般社団法人社会情報学会評議員選挙規則（改定）新旧対照表 

 

改定案 改定理由 旧規定 

（目的） 

第１条 この規則は、一般社団法人社会情報学会定

款（以下「定款」という。）第１６条に規定する

評議員選挙（以下「選挙」という。）に関して必

要な事項を定めるものとする。 

（公示日） 

第２条 選挙の公示日は、評議員の任期の終了する

年の前年の７月１日とする。 

２ 定款第１６条第５項に規定する欠員補充のた

めの再選挙の公示日は、再選挙の必要が生じたと

きに、会長が理事会の議を経て決定する。 

（選挙権） 

第３条 選挙の選挙権を有する者は、定款第６条第

１号に規定する正会員および定款第６条第３号

に規定する団体会員とする。ただし、当該選挙の

公示日において、定款第１０条第１項の規定によ

り社員総会で会員を除名する決議をする旨の通

知を受けている者、定款第１８条第１項の規定に

より社員総会で社員を解任する決議をする旨の

通知を受けている評議員ならびに会費を滞納し

 

 

 

 

 

 

公示日を変更す

るため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この規則は、一般社団法人社会情報学会定

款（以下「定款」という。）第１６条に規定する

評議員選挙（以下「選挙」という。）に関して必

要な事項を定めるものとする。 

（公示日） 

第２条 選挙の公示日は、評議員の任期の終了する

年の１月１日とする。 

２ 定款第１６条第５項に規定する欠員補充のた

めの再選挙の公示日は、再選挙の必要が生じたと

きに、会長が理事会の議を経て決定する。 

（選挙権） 

第３条 選挙の選挙権を有する者は、定款第６条第

１号に規定する正会員および定款第６条第３号

に規定する団体会員とする。ただし、当該選挙の

公示日において、定款第１０条第１項の規定によ

り社員総会で会員を除名する決議をする旨の通

知を受けている者、定款第１８条第１項の規定に

より社員総会で社員を解任する決議をする旨の

通知を受けている評議員ならびに会費を滞納し
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ている者を除く。 

（被選挙権） 

第４条 選挙の被選挙権を有する者は、定款第６条

第１号に規定する正会員とする。前条ただし書き

の規定は、本条に準用する。 

（選挙管理委員会） 

第５条 選挙の必要が生じたときは、会長は理事会

の議を経て正会員の中から選挙管理委員（以下

「管理委員」という。）若干名を指名する。管理

委員は、選挙管理委員会（以下「管理委員会」と

いう。）を構成する。 

２ 管理委員会は、公正な手続きの確保と選挙に必

要な情報の提供及び開示に努め、選挙を適正に実

施する責務を負う。 

３ 管理委員は、互選により選挙管理委員長（以下

「管理委員長」という。）を選出する。 

４ 管理委員の任期は、会長から指名を受けた時から評

議員の任期の開始する事業年度の定時社員総会の終

結の時までとする。ただし、第２条第２項に規定する欠

員補充のための再選挙の場合は、会長から指名を受けた

時から選挙終了後にはじめて開催される社員総会の終

結の時までとする。 

（評議員候補者の公告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている者を除く。 

（被選挙権） 

第４条 選挙の被選挙権を有する者は、定款第６条

第１号に規定する正会員とする。前条ただし書き

の規定は、本条に準用する。 

（選挙管理委員会） 

第５条 選挙の必要が生じたときは、会長は理事会

の議を経て正会員の中から選挙管理委員（以下

「管理委員」という。）若干名を指名する。管理

委員は、選挙管理委員会（以下「管理委員会」と

いう。）を構成する。 

２ 管理委員会は、公正な手続きの確保と選挙に必

要な情報の提供及び開示に努め、選挙を適正に実

施する責務を負う。 

３ 管理委員は、互選により選挙管理委員長（以下

「管理委員長」という。）を選出する。 

４ 管理委員の任期は、会長から指名を受けた時から評

議員の任期の開始する事業年度の定時社員総会の終

結の時までとする。ただし、第２条第２項に規定する欠

員補充のための再選挙の場合は、会長から指名を受けた

時から選挙終了後にはじめて開催される社員総会の終

結の時までとする。 

（評議員候補者の公告） 
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第６条 管理委員会は、選挙権および被選挙権を有

する者を公告しなければならない。 

２ 前項の公告の内容は、次のとおりとする。 

 一 氏名または名称 

 二 所属機関等 

 三 定款第１６条第２項に規定する立候補者で

あること 

 四 その他管理委員会が必要と認める事項 

（選挙の方法） 

第７条 管理委員会は、選挙権を有する者に投票用

紙を郵送する。 

２ 選挙は、１０名連記・無記名投票によって行う。

３ 前項の投票において、次の各号のいずれかに該

当するものは、無効とする。 

 一 所定の用紙を用いないもの 

 二 １名の氏名を記す箇所に２名以上の氏名を

記載したもの 

 三 第４条に規定する被選挙権を有する者の氏

名を記載しないもの 

 四 何人の氏名を記載したか確認できないもの 

 五 他事記載のもの。ただし、敬称を含まない。

 六 その他管理委員会が無効と判定したもの 

（当選人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条 管理委員会は、選挙権および被選挙権を有

する者を公告しなければならない。 

２ 前項の公告の内容は、次のとおりとする。 

 一 氏名または名称 

 二 所属機関等 

 三 定款第１６条第２項に規定する立候補者で

あること 

 四 その他管理委員会が必要と認める事項 

（選挙の方法） 

第７条 管理委員会は、選挙権を有する者に投票用

紙を郵送する。 

２ 選挙は、１０名連記・無記名投票によって行う。

３ 前項の投票において、次の各号のいずれかに該

当するものは、無効とする。 

 一 所定の用紙を用いないもの 

 二 １名の氏名を記す箇所に２名以上の氏名を

記載したもの 

 三 第４条に規定する被選挙権を有する者の氏

名を記載しないもの 

 四 何人の氏名を記載したか確認できないもの 

 五 他事記載のもの。ただし、敬称を含まない。

 六 その他管理委員会が無効と判定したもの 

（当選人） 
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第８条 前条の選挙の結果、得票数の順に上位３０

名をもって当選人とする。 

２ 得票順位３０位に同得票数の者があるときに

は、会員である期間の長い者を当選人とする。た

だし、定款第９条乃至第１１条の規定により会員

の資格を有しなかった期間があるときは、その期

間を除外する。 

３ 前項の規定によって当選人が決まらないとき

は、年長者をもって当選人とする。 

４ 前二項の規定によっても当選人が決まらない

ときは、籤による。 

（当選人の意向確認） 

第９条 管理委員会は、当選人に評議員就任の意向

を確認するものとする。 

２ 当選人は、事故その他やむを得ない理由による

場合を除き、辞退することができない。 

３ 当選人が、辞退した場合には、次点者を当選人

とする。 

（当選人の確定） 

第１０条 管理委員長は、当選人が確定したとき

は、直ちに会長へ通知しなければならない。 

（細目） 

第１１条 この規則のほか、選挙の執行について必

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条 前条の選挙の結果、得票数の順に上位３０

名をもって当選人とする。 

２ 得票順位３０位に同得票数の者があるときに

は、会員である期間の長い者を当選人とする。た

だし、定款第９条乃至第１１条の規定により会員

の資格を有しなかった期間があるときは、その期

間を除外する。 

３ 前項の規定によって当選人が決まらないとき

は、年長者をもって当選人とする。 

４ 前二項の規定によっても当選人が決まらない

ときは、籤による。 

（当選人の意向確認） 

第９条 管理委員会は、当選人に評議員就任の意向

を確認するものとする。 

２ 当選人は、事故その他やむを得ない理由による

場合を除き、辞退することができない。 

３ 当選人が、辞退した場合には、次点者を当選人

とする。 

（当選人の確定） 

第１０条 管理委員長は、当選人が確定したとき

は、直ちに会長へ通知しなければならない。 

（細目） 

第１１条 この規則のほか、選挙の執行について必



一般社団法人社会情報学会評議員選挙規則（改定）新旧対照表 

（2014.06.14 改定・理事会決議） 

 

5 
 

要な事項は、管理委員会が定める。 

（規則の改廃） 

第１２条 この規則の改廃は、理事会の決議によっ

て行う。 

（事務） 

第１３条 この規則の事務は、事務局において行

う。 

 

附則 

１ この規則は、2012年3月4日から施行する。 

 

附則 

１ この規則(改正)は、2014年6月14日から施行す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則を追加する 

 

要な事項は、管理委員会が定める。 

（規則の改廃） 

第１２条 この規則の改廃は、理事会の決議によっ

て行う。 

（事務） 

第１３条 この規則の事務は、事務局において行

う。 

 

附則 

１ この規則は、2012年3月4日から施行する。 

 

 

 


